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１ 経緯・背景

○ 都民の生命と財産を保護するとともに首都機能を維持するため、耐震改修促進計画や耐震化推進条例等に基づき、建築物の耐震
化を促進（現計画期間：平成28年度～令和７年度）

２ 主な改定概要

○ 東京の防災力を更に強化するため、2050東京戦略やTOKYO強靭化プロジェクト等を踏まえ、「大地震があっても『倒れない』
世界で最も強靭な都市へ」を基本理念とし、新たな目標と施策を提示（計画期間：令和８年度～令和17年度）

対象建築物の種類 現状
目 標

令和12年度末 令和17年度末

緊
急
輸
送
道
路

沿
道
建
築
物

特定緊急輸送道路沿道建築物 令和７年12月 総合到達率 94.1%
総合到達率 99%※２、

区間到達率 95％未満※２の解消
総合到達率 100％※２

一般緊急輸送道路沿道建築物 令和7年12月 耐震化率 85.1% 耐震化率 90% ※３

住宅 令和７年３月 〃 91.3%※１ 耐震化率 95%※１ 耐震性が不十分な住宅をおおむね解消

マンション 〃 〃 94.9% 耐震性が不十分なマンションをおおむね解消

※１ 木造住宅は2000年基準、他の住宅は新耐震基準を満たす耐震化率

※２ ネットワーク強化区間の通行を加味して算出

※３ 一般緊急輸送道路沿道建築物の令和12年度末以降の目標については、次回以降の計画改定時に定める
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○ 道路ネットワークを有効に活用して、震災時の通行機能を早期に確保

➢ 最小限の改修棟数等で特定緊急輸送道路全体の通行機能を強化可能な区間として、特定緊急輸送道路に
「重点区間」、一般緊急輸送道路に「ネットワーク強化区間」を指定し、集中的な取組を実施

➢ 区市町村の助成制度等を一覧で見える化し、建物所有者等に対して助成制度の活用を促進

■緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に向けた主な施策

区間の種類 区間数・延長

重点区間 （特定緊急輸送道路） 50区間・約162km

ネットワーク強化区間（一般緊急輸送道路） 34区間・約60km

＜ネットワーク強化区間のイメージ＞

Ｂ通り

Ａ通り

耐震性が不十分な建物が多く
存在する特定緊急輸送道路を補完
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＜重点区間とネットワーク強化区間の位置＞

青梅街道

府中街道

町田街道

蔵前橋通り
目白通り

白山通り

環八通り

環七通り

青梅街道

水戸街道

川越街道
日光街道

五日市街道

吉祥寺通り

狛江通り
（凡例）

特定緊急輸送道路

 重点区間

 その他の特定緊急輸送道路

一般緊急輸送道路

 ネットワーク強化区間

 その他の一般緊急輸送道路



■住宅の耐震化に向けた主な施策 ＜低コスト工法のイメージ＞

天井や床を可能な
限り壊さず補強

工事範囲を最小限
とし、費用と工期
を縮減

補強壁

低コスト工法一般的な工法

天井ライン▲

床ライン▼

補強壁

梁

土台

天井や床の
撤去及び復旧
が必要

○ 木造住宅の耐震化を加速し、建物倒壊等による被害を軽減

➢ 国土交通省の「木造住宅の安全確保方策マニュアル」（令和６年８月）

に位置付けられた、安価で工期の短い耐震改修工法である低コスト
工法について、区市町村と連携して活用を促進

➢ 低コスト工法の講習会を開催し、民間団体と連携して設計等を担う
技術者を育成

➢ 物価高騰等を踏まえ、耐震診断費用への助成を拡充
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＜マンション耐震化に向けた支援の強化フロー＞

3

○ マンションの管理組合の状況に応じた普及啓発や支援の強化

➢ 「管理状況届出制度」により把握した耐震診断を実施していないマンションに対し、区市と連携したプッシュ型普及啓発（個別訪問）
の実施や建築士等の専門家を繰り返し派遣することで、耐震化に向けた合意形成を支援

➢ 区市と連携し、耐震診断や耐震改修等の費用助成を強化

耐震診断の検討 耐震改修の検討 耐震化!!
診断未実施が
数多く存在

診断後の
改修未実施も多数

Start 診断実施 改修実施 Goal

◆合意形成支援・・・専門家派遣の実施
◆普及啓発・・・・・・・個別訪問の実施

◆費用負担軽減・・・診断助成の強化

支援 支援

◆費用負担軽減・・・改修助成の強化

強化
point

強化
point

補助率（現行） 補助率（Ｒ８～）

耐震診断 2/3 5/6（2/3+1/6※）

耐震改修 1/3 1/2（1/3+1/6※）

※区市が指導・助言等を実施した場合に上乗せ補助を実施

耐震診断・耐震改修の費用助成強化の基本想定

※耐震化に取り組
めるよう日頃の
管理運営も支援

３ スケジュール

○ 令和８年１月30日 素案及び概要版の公表、パブリックコメントの募集（～３月２日）

○ ３月末  計画改定
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出典：愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の市民向けパンフレット「住まいの耐震化」を基に作成
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